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燕労災病院の理念 

◎働く人々と、地域の人々の 

ために最善の医療を目指 

します。 
 

病院の基本方針 

◎安全で質の高い医療の 

提供を目指します。 

 

◎勤労者の健康管理を 

支援します。 

 

◎医療に関する教育・研修 

を支援します。 

 

◎地域の人々の健康を守り 

福祉に寄与します。 
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 はじめまして、H27年 10月より燕労災病院外科に着任しました、 

二瓶幸栄と申します。 

 

 出身は福島県喜多方市（今は合併して市になっていますが、合併前は高

郷村という人口 3000 人程度の小さな山間の村）です。新潟大学卒業後、

新潟県内の病院で約 11年、その後山形県鶴岡市にある荘内病院で 11年

半勤務しておりました。諸事情（両親が高齢などなど）により新潟市近辺で

の勤務を希望し、いろいろな方のご配慮の元、燕労災病院外科に赴任さ

せていただきました。 

現在燕労災病院には外科医が４人います。中塚先生、森岡先生、清水

先生といずれも私よりは年下なのですが、個々の能力も高く、慣れない高

齢外科医（今年の 11 月で 50 歳になった私のこと）のサポートをしてくれま

す。おかげで赴任後約 2 か月がすぎ徐々に当院での勤務に慣れてきたと

ころです。 

 

 大学での専門は肝胆膵領域でしたが、多くの外科医同様、専門にはこだ

わらず消化管全般、甲状腺や乳腺疾患を経験してまいりました。当院でも

外科全般を診ていきたいと考えています。安全確実な外科手術を基本に、

腹腔鏡下手術などを取り入れ、日々研鑽し当地区の医療に少しでも貢献

できるよう努力してまいります。 

 

 また、鈴木院長より当院と三条総合病院を中心とした県央基幹病院構想

にかかわれる機会をいただきました。このような機会はめったにあるもの

ではありません。外科医としてはもちろん、いろいろな視点から、地域の特

徴にマッチした病院というものを作り上げていく中で、微力ではありますが

尽力していく所存です。 

 

外科のみで診療が完結することは今の世の中では考えられず、医局の

先生方はもちろん、病院職員全員のお力を借りないと診療が進みません。

自身でも患者から信頼される医師を目指すのはもちろん、職員の方からも

信頼される医師を目指し努力してまいりますが、年齢を重ねるにつれ適応

能力が低下しております。そのため職員の皆様にはご迷惑をおかけする

ことが多々あるかと思います。是非、ご指導、ご助力をお願いいたします。

また、地域の関係機関の皆様にもご挨拶させていただくとともに、今後の

ご協力など宜しくお願いいたします。 

 

 

* 着任の挨拶 1 

* コンプライアンス研修を実

施しました。 

* ピンクリボン運動に関する 

院内イベントを実施しまし

た。 

2 

* 市民・勤労者医学講話を

開催しました。 

* 医療安全研修会を実施し

ました。 

3 

* 外来診療科別担当医師表 4 

【着任の挨拶】 外科 二瓶 幸栄 医師 
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 １０月９日（金）に司法書士の亀山克司先生を講師に迎え、コンプライアンス研修を行いました。 

コンプライアンスとは、直訳すると「法令順守」という意味で、法律・規則・ルールを守ることであると言

われています。 

今回の研修では、医療機関に求められるコンプライアンスは、患者さんとの信頼関係を前提とする

医療行為を提供する意味で非常に重要であると教えていただきました。また、コンプライアンスを行うこ

とは、患者さんだけでなく、医療従事者本人をも守るものであることを併せて学びました。 

この研修をきっかけに、医療従事者として必要な法令順守の知識を身に付け、患者さんにより安心

して医療を受けていただけるよう努力したいと思います。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ピンクリボン運動とは、乳がんの早期発見・早期診断・ 

早期治療の大切さを啓発するための世界的な活動です。 

 

当院では、１０月１９日（月）～１０月２３日（金）を 

ピンクリボン運動週間と位置づけ、 

がん化学療法看護認定看護師と緩和ケア認定看護師 

が中心となって院内で各種のイベントを開催いたしました。 

 

内容は、乳がんセルフチェックの実演、触診モデルを用いての 

乳がん体験、乳がんに関する相談、乳がんに関する情報提供ポスターの掲示やリーフレットの配布、

乳がんを経験された方の講話、映画上映等を行いました。 

参加してくださった方の人数は合計 67名となりました。 

 

当院は、これらの活動を通じて、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療に貢献し、さらに地域 

医療へ貢献できるよう尽力したいと思います。 
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【お知らせ】 ピンクリボン運動に関する院内イベントを開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 今年も手洗い教室を行います 】 
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【お知らせ】 コンプライアンス研修を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 今年も手洗い教室を行います 】 



 

 

 
 

 １１月１０日（火）午後６時３０分から、当院外来ホールに 

おいて、中塚外科部長による、市民・勤労者医学講話を 

開催しました。 

 

今回は、「大腸がんについて」と題し、がんの種類や 

それぞれの治療方法について、写真や動画を交えて 

分かりやすく解説されました。 

そこでは、市町村等のがん検診を受診されることが 

   推奨されました。さらに、講演の後半では、病気の説明だけ 

にとどまらず、患者さん方には希望を持って医療を受けて 

いただきたいという講演者の先生の熱意が伝えられ、 

有意義な講演となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 １０月２９日（木）に当院職員に向けて、医療安全研修会を行いました。 

 

今回は、夏目医薬品安全管理者より、医薬品副作用救済制度と後発薬品等 

について講演されました。 

 

この制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、 

入院治療が必要な程度の重篤な疾病や障害等の健康被害を受けた方の 

迅速な救済を図ることを目的として医療費、医療手当、障害年金等の救済給付を行う公的な制度です。 

 

日頃は医療者として薬剤を与薬する立場にある私達ですが、医薬品の中には、制度の対象とならな

いものもあり、また、対象となる医薬品でも、使用目的や使用方法が適正と認められないと、救済金が

不支給になる場合があることを学びました。 

 

当院では、安全な医療を提供するため、このように職員研修にも努めております。 
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【お知らせ】 市民・勤労者医学講話を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 今年も手洗い教室を行います 】 

【お知らせ】 医療安全研修会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 今年も手洗い教室を行います 】 
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